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第2節 関係する地方公共団体の長からの意見と都市計画決定権者の見解

環境影響評価法第 3 条の 7 の規定に基づき、配慮書について愛知県知事及び豊橋市長から意

見聴取を行いました。 

愛知県知事からの意見と都市計画決定権者の見解を表 7-1 に示します。また、豊橋市長から

の意見と都市計画決定権者の見解を表 7-2(1)～(2)に示します。 

表 7-1 愛知県知事からの意見と都市計画決定権者の見解

愛知県知事からの意見 都市計画決定権者の見解 

1.全般的事項 

(1)配慮書において設定された複数案を絞り込んだ経緯及び

その内容について、方法書において丁寧に記載すること。 

配慮書において設定された複数

案を絞り込んだ経緯及びその内容

について、方法書第 3章第 3 節及び

第 5 章において丁寧に記載しまし

た。 

(2)事業計画の検討に当たっては、環境の保全に関する最新の

知見を踏まえ、環境影響をできる限り回避、低減すること。 

事業計画の検討に当たっては、環

境の保全に関する最新の知見を踏

まえ、環境影響をできる限り回避、

低減します。 

2.大気質及び騒音  

道路の新設又は拡幅により、自動車の走行に伴う大気質、

騒音及び振動による生活環境への影響が懸念される。 

このため、生活環境への影響に配慮した事業計画とすると

ともに、適切な調査、予測及び評価の手法を検討すること。 

生活環境への影響に配慮した事

業計画としていくとともに、適切な

調査、予測及び評価の手法を検討

し、方法書第 8 章に記載しました。

3. 地形及び地質、動物、植物、生態系、景観並びに人と自然との触れ合いの活動の場 

案①は重要な地形及び地質、動物の重要な種の生息地、県

立自然公園、主要な眺望点、景観資源並びに人と自然との触

れ合いの活動の場を、案②は重要湿地及び人と自然との触れ

合いの活動の場を通過するルート帯となっていることから、

これらへの影響が懸念される。 

このため、地形及び地質、動物、植物、生態系、景観並びに

人と自然との触れ合いの活動の場への影響に配慮した事業計

画とするとともに、適切な調査、予測及び評価の手法を検討

すること。 

地形及び地質、動物、植物、生態

系、景観並びに人と自然との触れ合

いの活動の場への影響に配慮した

事業計画としていくとともに、適切

な調査、予測及び評価の手法を検討

し、方法書第 8 章に掲載しました。

4.その他 

(1)配慮書の案において、環境影響評価法に規定する事業実施

想定区域及びその周囲の概況並びに計画段階配慮事項の検討

に係る調査及び予測の結果が具体的に記載されていないこと

から、住民等の意見聴取がきめ細やかに実施されていないと

考えられる。 

また、本配慮書においても、これらの事項が具体的に記載

されていない。 

このため、方法書以降の手続においては、事業実施区域及

びその周囲の概況並びに調査及び予測の結果を具体的に図書

に記載した上で、環境の保全の見地からの意見を求めること。

方法書では事業実施区域及びそ

の周囲の概況並びに調査及び予測

の手法を、準備書以降の手続きでは

事業実施区域及びその周囲の概況

並びに調査及び予測の結果を具体

的に図書に記載した上で、環境の保

全の見地からの意見を求めます。 

(2)方法書以降の図書の作成に当たっては、配慮書の案に対す

る住民等の意見に配慮するとともに、わかりやすい図書とな

るよう努めること。 

方法書以降の図書の作成に当た

っては、配慮書の案に対する住民等

の意見に配慮するとともに、わかり

やすい図書となるよう努めます。 
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表 7-2(1) 豊橋市長からの意見と都市計画決定権者の見解

豊橋市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1.騒音及び振動 

自動車の走行に伴い、大気質、騒音及び振動な

どの影響が考えられることから、必要に応じて

防音壁を設置するなど、適切な処置を検討・実施

し、生活環境の保全に努めること。 

自動車の走行に伴う大気質、騒音及び振動、低

周波音の影響が考えられることから、必要に応

じて防音壁を設置するなど、適切な処置を検討・

実施し、生活環境の保全に努めます。 

学校、病院、保育園その他の特に静穏を必要と

する施設が存在する地域については、工事期間

も含めて、騒音・振動などによる影響を可能な限

り回避・低減するよう努めること。 

学校、病院、保育園その他の特に静穏を必要と

する施設が存在する地域については、工事期間

も含めて、騒音・振動などによる影響を可能な限

り回避・低減するよう努めます。 

2. 動植物 

事業実施想定区域に、自然公園区域、その他の

希少野生動植物種が存在する地域、自然歩道な

ど人と自然との触れ合いの活動の場が含まれる

ことから、これらへの影響を可能な限り回避、低

減する事業計画を策定すること。 

自然公園区域、その他の希少野生動植物種が

存在する地域、自然歩道など人と自然との触れ

合いの活動の場への影響を可能な限り回避、低

減する事業計画を策定していきます。 

豊橋市大岩町に生息する希少種であるヤハズ

ヌマガイについて、必要な情報収集を適切に実

施するとともに、可能な限り影響を与えないよ

うに配慮すること。 

豊橋市大岩町に生息する希少種であるヤハズ

ヌマガイについて、文献調査や有識者から意見

を聴取した上で現地調査を行い、環境影響評価

に必要な情報収集を適切に実施するとともに、

可能な限り影響を与えないように配慮します。 

希少植物の分布状況などについては、公表に

よる採取リスクを避けるため、詳細な位置等を

非公表として取り扱っている場合があることか

ら、市担当者又は有識者の意見を適宜聴取する

こと。 

希少植物の分布状況などについては、公表に

よる採取リスクを避けるため、詳細な位置等を

非公表として取り扱っている場合があるものに

ついて、市担当者又は有識者の意見を適宜聴取

して、適切に環境影響評価を行います。 

3.景観  

今後の各検討段階において、令和３年４月に

策定した豊橋市景観計画に沿った景観配慮に努

めること。 

今後の各検討段階において、令和３年４月に

策定した豊橋市景観計画に沿った景観配慮に努

めます。 

4.重要湿地等の保護  

重要湿地である「東三河・渥美半島湧水湿地

群」及びこれらに流入する水脈について、必要な

情報収集を適切に実施するとともに、これらの

保護に努めること。 

重要湿地である「東三河・渥美半島湧水湿地

群」及びこれらに流入する水脈について、環境影

響評価に必要な情報収集を適切に実施するとと

もに、これらの保護に努めます。 

計画予定地周辺には、高師小僧をはじめとし

た天然記念物若しくは巨木又は重要文化財等が

多数存在することから、必要な情報収集を適切

に実施するとともに、これらの保護に努めるこ

と。 

実施区域及びその周辺に存在する高師小僧を

はじめとした天然記念物若しくは巨木又は重要

文化財等について、環境影響評価に必要な情報

収集を適切に実施するとともに、これらの保護

に努めます。 
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表 7-2(2) 豊橋市長からの意見と都市計画決定権者の見解

豊橋市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

5.その他  

計画段階環境配慮事項に係る調査について、

文献調査等が十分でないところがあると考えら

れることから、今後は市担当者や有識者から必

要な情報を入手するなど、適切な情報収集に努

めること。 

文献調査等について、引き続き市担当者や有

識者から環境影響評価に必要な情報を入手する

など、適切な情報収集に努めます。 

今後の各検討段階において、市担当者と十分

に協議を行うとともに、法的に必要な手続きを

適切に実施すること。 

今後の各検討段階において、市担当者と十分

に協議を行うとともに、法的に必要な手続きを

適切に実施します。 

環境影響評価方法書以降の図書の作成にあた

っては、環境影響評価法及び関係法令の規定に

従い、周辺環境に与える影響について、市民及び

関係者の意見も踏まえつつ、適切な予測及び評

価に努めること。 

方法書以降の図書の作成にあたっては、環境

影響評価法及び関係法令の規定に従い、周辺環

境に与える影響について、市民及び関係者の意

見も踏まえつつ、適切な予測及び評価に努めま

す。 

環境影響評価方法書以降の図書の作成にあた

っては、丁寧かつわかりやすい図書の作成に努

めるとともに、市民等へ丁寧かつ十分な情報発

信に努めること。 

方法書以降の図書の作成にあたっては、丁寧

かつわかりやすい図書の作成に努めるととも

に、環境影響評価法の規定に基づき、市民等へ丁

寧かつ十分な情報発信に努めます。 


